
 

 

 

 

認知症などが原因で行方不明になる恐れのある高齢者等の家族等に、行方不明になった場合に備

え、位置情報検索サービス（GPS等）の利用に係る費用を助成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

但し、認知症高齢者等が以下のいずれかに該当する場合は、対象者となりません。 

①介護老人福祉施設、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護を利用する者 

②障害者支援施設、救護施設及び更正施設、養護老人ホームに入所している者 

③病院、又は診療所に入院している者 

※ 詳しくは長寿支援課にお問い合わせ下さい。 

 

○補助対象経費 

位置情報検索サービスの利用開始に必要な初期費用 

機器（GPS等）代金、付属品代、新規加入料、契約事務手数料 等 

  

○補助金額 

28,000円（上限額）  ※超過した費用は自己負担となります。 

 

○補助要件 

GPS 等を使用した機器を使用すること。（但し、携帯電話やスマートフォンを除く） 

 

○申し込み 

申し込みは事前申請となっており、位置情報検索サービスの契約や機器購入を行う前に、市の補助金交付

決定を受ける必要があります。申請には以下の書類が必要です。 

①補助金交付申請書 

②見積書など、初期費用がわかるもの 

③商品カタログ など 

④要介護・支援認定に係る調査結果及び主治医意見書の内容確認等に関する同意書 など 

 

○対象者 

 次の者を介護する家族等 

①市内に居住する 65歳以上の認知症高齢者 

②市内に居住する 40歳以上 65歳未満の者で初老期における認知症により介護保険の認定を 

受けている者 

 

久留米市行方不明高齢者等位置情報検索サービス利用補助金のご案内 

【お問い合わせ】 

久留米市 健康福祉部 長寿支援課 〒830-8520 久留米市城南町 15 番地 3 

TEL：（0942）30-9038  FAX：（0942）36-6845 


